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１．趣旨 

 この実施要領は、御所市要介護認定調査支援システム構築業務委託（以下「本業務」とい

う。）の契約の相手方となる受託候補者をプロポーザル方式により選定するために必要な事項

を定めるものとする。 

 

２．業務の概要 

（１）業務の名称 

  御所市要介護認定調査支援システム構築業務（以下、「本業務」という。） 

（２）業務内容 

  別紙「御所市要介護認定調査支援システム構築業務委託仕様書」のとおりとする。 

（３）契約期間 

  契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

（４）提案上限額 

  ５，７５８，５００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   【導入業務】  ４，５７０，５００円 

   【運用管理】  １，１８８，０００円（令和８年度分） 

  ※ この金額は契約時の予定価格ではなく、企画提案内容の規模を示すためのものである。 

 

３．参加資格要件 

 プロポーザルに参加できる企画提案者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していな

いこと。 

（２）御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱（平成２１年

告示第１２４号）による入札参加資格停止の措置を受けていないこと。 

（３）御所市物品購入及び業務委託等に係る競争入札等の参加資格等に関する要綱（平成２

３年告示第１３４号）第２条に定める「令和８・９年度御所市業務委託等入札等参加資

格者名簿」の業種区分「情報処理」の営業種目「ソフトウエア・システム」に登録され

ていること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申

立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開

始の申立てがなされている者（会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民

事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可

が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。）でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団、同法同条第６号に規定する暴力団員若しくは暴力団準構成員、

同法同条第１号に規定する暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは

暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若
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しくは関与する者、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（６）労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）及び雇用保険法（昭和４９年法律

第１１６号）の規定により当該保険に加入が義務づけられている者については、これに

加入していること。 

（７）国税及び地方税の滞納がない者。 

（８）個人情報等の機密情報の取り扱いに係る社内規定を整備し、その実質的な運用が行わ

れていること。 

（９）委託業務について、仕様内容を満たす十分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を

有すること及び本市の指示に柔軟に対応できること。 

（10）下記の認証を取得していること。 

① 品質マネジメントシステム「ISO9001」 

   ② プライバシーマーク 

   ③ 情報セキュリティマネジメントシステム「ISO/IEC27001」及び「ISMS」 

   

４．実施スケジュール 

  業者選定スケジュールは、次のとおりとする。 

  ※日程等は変更となる場合がある。 

内  容 期 間 等 

実施要領の公告 令和８年４月２４日（金） 

質問書の受付期間 令和８年４月２４日（金） 

～令和８年４月２８日（火） 

質問書の回答 令和８年５月 ７日（木） 

参加申込書等の提出期間 令和８年４月２４日（金） 

～令和８年５月 ８日（金） 

企画提案者の決定 令和８年５月１５日（金） 

企画提案書等の提出期間 令和８年５月１５日（金）～５月２７日（水） 

企画提案等へのヒアリング 令和８年６月 ３日（水） 

選定結果通知・受託候補者決定 令和８年６月 ９日（火） 

 

５．参加に係る資料及び様式集の配付 

（１）配付方法 

  御所市ホームページよりダウンロード 

（２）配付期間 

  令和８年４月２４日（金）から令和８年５月２７日（水）まで 
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（３）配付書類一覧 

  ・御所市要介護認定調査支援システム構築業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領

（以下、「本要領」という。） 

  ・御所市要介護認定調査支援システム構築業務委託仕様書（以下、「仕様書」という。） 

  ・質問書（様式１） 

  ・参加申込書（様式２） 

  ・誓約書（様式３） 

  ・会社概要書（様式４） 

  ・業務実績書（様式５） 

  ・業務実施体制（様式６） 

  ・担当者経歴書（様式７） 

  ・機能要件一覧（様式８） 

  ・品質保証への取組み（様式９） 

  ・企画提案書等提出書（様式１０） 

・提案価格書（様式１１） 

  ・参加辞退届（様式１２） 

 

6．質問の受付及び回答 

（１）提出方法 

  質問書（様式１）に質問内容を簡潔にまとめ、電子メールにより提出すること。 

  ※ 電子メールの件名は、「御所市要介護認定調査支援システム構築業務質問書【事業者

名】」とすること。また、質問書を提出後は必ず「１6．担当・提出先」に架電し、質

問書を電子メールにより提出した旨を伝えること。 

（２）提出期間 

  令和８年４月２４日（金）から令和８年４月２８日（火）午後５時まで 

（３）提出先 

  「１6．担当・提出先」に同じ。 

（４）回答方法 

  令和８年５月 ７日（木）に御所市ホームページへ掲載する。 

（５）留意事項 

  ① 質問に対する回答は、回答の内容に応じて、本要領及びその他配付された資料、様式

集の追加又は修正とみなす。 

  ② 提出期間以外の質問及び所定の様式に拠らない質問や定められた質問方法以外の質

問は受け付けない。 

  ③ 他の提案事業者若しくはその提案内容に関する質問又は審査及び評価等に支障をき

たす恐れのある不適切な質問や選定に公平性を保てない場合には、質問を受け付けな

いことがある。 

  ④ 質問がない場合は、質問書の提出は不要である。 

  ⑤ 同内容の質問があった場合は複数件をまとめて回答する。 
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7．参加申込書等の提出 

 本プロポーザルへの参加を希望する場合は、次により参加申込書等を提出すること。 

（１）提出期間 

  令和８年４月２４日（金）から令和８年５月 ８日（金）まで 

（但し、土曜・日曜・祝日を除く、午前９時から午後５時まで） 

（２）提出書類 

  ① 参加申込書（様式２） 

  ② 誓約書（様式３） 

  ③ 会社概要書（様式４） 

  ④ 業務実績書（様式５） 

  ⑤ 業務実施体制（様式６）   

  ⑥ 担当者経歴書（様式７） 

本業務に携わる全ての担当者について記載すること。 

  ⑦ 機能要件一覧（様式８） 

  ⑧ 品質保証への取組（様式９） 

     

（３）提出部数 

  提出部数は、①と②は、正本各１部、③から⑧までは、各１１部（正本各１部、副本各

１０部）とする。 

（４）提出方法 

  持参または郵送とする。但し、郵送の場合は、期間内必着のため、到達の記録が分かる

方法（簡易書留等）での郵送とすること。 

（５）提出先 

  「１6．担当・提出先」に同じ。 

 

8．企画提案者の決定 

（１）決定方法 

  参加申込書等の提出書類を基に、「１2．選定方法及び評価項目」の評価基準により１次

審査を行い、上位４者程度を決定する。 

（２）決定通知 

  参加申込書を提出した者には、令和８年５月１５日（金）に企画提案者の決定通知（企

画提案書等の提出依頼）又は非選定の通知を電子メールにて送信する。 

 

9．企画提案書等の提出 

（１）提出期間 

  令和８年５月１５日（金）から ５月２７日（水）まで 

  （但し、土曜・日曜・祝日を除く、午前９時から午後５時まで） 
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※ 提出期限までに企画提案書等の提出がない場合は、参加を辞退したものとみなす。 

（２）提出書類 

  ① 企画提案書等提出書（様式１０） 

  ② 企画提案書別紙（任意様式） 

    ・システムに標準搭載されている機能、操作性の考慮、画面構成の特徴について記

載すること。 

    ・システム全体のイメージ図やシステムの構成図等を用いて全体像を記載すること。 

    ・調査員とのデータのやり取りについて、個人情報が外部に流出する恐れの少ない

方法または流出しても解読される恐れの少ない方法についてイメージ図等を用い

て記載すること。 

    ・御所市の基幹システムとの調査データの連携についてイメージ図等を用いて記載

すること。 

    ・システムの導入により期待できる効果について根拠を明示し記載すること。 

    ・基本性能のリビジョンアップ、バージョンアップについてに費用面を含めた対応

について記載すること。 

    ・カスタマイズにより実装可能な機能及び将来の精度改正への対応方法について、

有償、無償を明示し記載すること。 

    ・障害、システムダウン対策（事前対策事項と障害発生後の対応及び復旧までの目

標所要時間）を記載すること。 

    ・個人情報漏洩対策、各種セキュリティ対策について記載すること。 

  ③ 業務工程表（任意様式） 

  ④ 提案価格書（様式１１） 

    提案価格は、消費税及び地方消費税額を含んだ金額とすること。また、積算根拠を

詳細に示した内訳書を添付すること。 

（３）提出部数 

  提出部数は、①と④は、正本各１部、②と③は、各１１部（正本各１部、副本各１０部）

とし、あわせてＣＤ－ＲＯＭ等の電子媒体（提出書類をＰＤＦに変換したもの）を提出す

ること。 

（４）提出方法 

  持参または郵送とする。但し、郵送の場合は、期間内必着のため、到達の記録が分かる

方法（簡易書留等）での郵送とすること。 

（５）提出先 

  「１6．担当・提出先」に同じ。 

（６）本市からの疑義照会及び確認 

  提出のあった企画提案書等の内容に関して選定の過程で疑義が生じた場合は、後日、必

要に応じて当市から疑義事項の照会及び確認を行う。 

 

１0．企画提案書等記載事項 

（１）企画提案書記載項目及び重視する視点 
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  仕様書の内容を踏まえつつ、下記の項目について、具体的かつ的確に記載すること。 

①  業務の実施方針 

    ・介護認定調査票作成支援システム導入業務にあたっての基本的な考え方が明確か

つ的確に示されているか。 

    ・提示した仕様に基づき、その目的、内容等を理解した提案書を作成しているか。 

   ② 実施フロー・工程表 

    ・どのようなスケジュールで効果的かつ確実に業務を実施しようとするか記載する

こと。その際、可能な限りスムーズな事業着手をにらんだ提案とすること。 

    ・計画工程（スケジュール）が具体的かつ現実的で実現性が高いか。 

   ③ 実施体制 

    ・本業務を実施するにあたり、どのような実効性のある実施体制を組もうとするか、

また本業務に関係する過去の業務実績にはどのようなものがあり、本業務にどの

ように活かせるか記載すること。 

    ・業務の実施体制、担当者の配置状況が明確かつ適正で、業務が適切に実施できる

か。 

    ・業務の責任体制、配置人数が充実し、安定的に業務が実施できるか。 

（２）作成上の留意点  

  ① 原則として簡易なＡ４判、縦型、横書き、左綴じで作成し、簡易製本（ファイルで綴

る）すること。 

  ② 提案書は、表紙を除き、両面印刷とすること。 

  ③ 提案趣旨やアピールしたいポイントなどを簡潔に分かりやすく表現し、専門用語につ

いては、別途用語集として整理、提出すること。 

  ④ 文書を補完するための写真、イラストの使用は任意とする。 

  ⑤ 提案書の下段余白中央にページ番号を付けること。 

  ⑥ 使用言語は日本語とし、提案書の一部に日本語以外の言語を使用する場合は、同一ペ

ージ内に注釈を付けること。 

  ⑦ 提案書の表紙には、タイトル「御所市要介護認定調査支援システム構築業務」、提出

年月日を記載すること。 

  ⑧ 提案価格書の正本には、事業者名・事業者印、代表者氏名・代表者印を記名押印する

こと。 

 

１1．参加辞退届の提出 

 参加申込書等の提出後、プロポーザルへの参加を辞退する者は、次の方法により辞退届を

提出すること。 

（１）提出書類 

  参加辞退届（様式１２） 

（２）提出期限 

  令和８年５月２７日（水）まで 

  （但し、土曜・日曜・祝日を除く、午前９時から午後５時まで） 
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（３）提出方法 

  持参または郵送とする。但し、郵送の場合は、期間内必着のため、到達の記録が分かる

方法（簡易書留等）での郵送とすること。 

（４）提出先 

  「１6．担当・提出先」に同じ。 

 

１2．選定方法及び評価項目 

 本事業に係る事業者の選定は、本市職員で構成する「御所市要介護認定調査支援システム

構築業務委託事業者選定部会」（以下、「部会」という。）において、参加申込書ほか提出書類

を基に１次審査を行い、企画提案者を決定する。 

 その後、企画提案書ほか提出書類及びヒアリングの内容をもって２次審査を実施し、最も

優れた企画提案を行った者を優先交渉事業者として選定する。 

（１）評価基準と評価方法 

  評価は、次の別表に示している観点から総合的かつ客観的な審査を行うものとする。 

  ・各部会員が評価基準に沿って評価を行い、その平均点を評価とする。 

  ・１次審査の点数と２次審査の点数の合計点が最上位の事業者を優先交渉事業者として

選定する。 

 

■別表 １次審査 

評価項目 評 価 基 準 評価点 

業務体制 

業務の実施体制や人員体制は、業務を安定的に行うために十分な

ものか。 
３０ 

工程表は各行程ごとに妥当な時間配分がなされ、業務完了までの

過程が明確にされているか。 

業務実績 
提案対象のシステム及び導入形態は、自治体への導入実績がある

かそのノウハウを本業務に活用できるか。 
２０ 

１次審査合計 5０ 

 

■別表 ２次審査 

評価項目 評 価 基 準 評価点 

全体評価 

仕様書を的確に踏まえ、業務を効果的・効率的に実施するための

提案が、明確かつ具体的にされているか。 
4０ 

業務内容及び目的に関する理解・知識が十分にあり、実施方法が

具体的で実現性があるか。 

提案能力 

担当職員の業務内容を理解し、事務負担の軽減が期待できる内容

となっているか。 
5０ 

作業効率化することにより要介護認定結果通知までの期間短縮

につながる内容となっているか。 
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出力されたエラー箇所について、担当職員にフィードバックでき

る仕組みとなっているか。 

ヒアリング 

説明が平易で、論理的かつ説得力があるか。質疑に対する答弁は

的確か。 4０ 

担当者の取組姿勢や考え方は適切か。取組意欲はあるか。 

業務経費 
提案価格は他の事業者と比較して安価であるか。 

2０ 
見積額は提案内容に見合う金額となっているか。 

２次審査合計 １５０ 

 

 

（２）選定結果 

  選定の結果については、令和８年６月 ９日（火）にすべての企画提案者へ電子メール

にて通知する。なお、非選定の者の評価に関する問い合わせには応じない。 

 

１3．提案内容検証及び仕様協議 

（１）優先交渉事業者との協議 

  選定された優先交渉事業者に対して、提案内容が確実に履行されるか等の検証を行うと

ともに、業務仕様、契約条件、支払条件及び価格等について協議を実施する。 

  ※ 企画提案書に記載され、選定で評価した項目、当市からの疑義照会及び確認に対する

回答については、原則として契約時に仕様書及び契約書（以下、「契約図書」という。）

に反映するものとする。但し、本事業の目的達成のため、必要な範囲において、優先

交渉事業者との協議により項目を追加、変更、削除を行うことがある。従って、優先

交渉事業者の決定をもって企画提案書等に記載された全内容を承認するものではない。 

（２）見積書の徴取 

  前項の契約図書を踏まえ、優先交渉事業者から見積書を徴取する。なお、見積書の金額

は、提案価格書の金額を超えないこととする。ただし、本事業実施に関わる対応条件や責

務範囲に変更が生じた場合は、この限りではない。 

（３）契約の締結 

  提案内容の検証及び仕様協議、見積書の内容により、本市が当該優先交渉事業者を契約

の相手方として適当と認めた場合は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び

御所市物品購入及び業務委託等に係る入札及び契約事務取扱要綱第５条第１項第４号の規

定に基づき、随意契約を締結する。 

 

（４）次点交渉事業者との協議 

  なお、優先交渉事業者との協議が不調となった場合や契約締結までに「３．参加資格要

件」に規定する要件のいずれかを満たさなくなった場合、又は災害・事故等の特別な事由

により契約が不可能となった場合には、審査結果に基づき、次点交渉事業者から順に繰り

上げて協議を実施する場合がある。 
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１4．失格事項 

 次の事項のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

  ① 提出方法、提出先及び提出期限に不適合と判断した場合 

  ② 企画提案書等の作成上の留意事項に示された内容に適合しない場合 

  ③ 誓約書に違反した場合 

  ④ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

  ⑤ 参加申込後、優先交渉事業者を決定し、委託契約を締結するまでの間において、参加

資格要件を満たさなくなった場合 

  ⑥ 全ての提出書類のうち、いずれかに虚偽の内容が記載、又は重大な瑕疵等があった場 

   合 

  ⑦ 公告開始から優先交渉事業者と契約を締結するまでに本市職員又は公職にある者と

不当な接触を行った場合 

  ⑧ ヒアリングに参加できない場合その他本市が不適格と認める場合 

  ⑨ １事業者が２以上の企画提案書を提出した場合 

  ⑩ 参加申込書に記載された者以外の者が行った提案である場合 

  ⑪ 提案価格が提案上限額を超えている場合 

  ⑫ １次審査の点数と２次審査の点数の合計点が、基準点（１２０点）に満たない場合 

 

１5．留意事項 

 ① 提出書類の作成及び提出に要する経費、ヒアリングに要する経費、その他提案参加に関

する全ての経費は、提案者の負担とする。提案に対する参加報酬の支払いも行わない。 

 ② 提出された書類は返却しない。 

 ③ 企画提案書・提案価格書等、提出された書類に関して、本市より問い合わせを受けた場

合は速やかに回答及び書類の追加提出などの対応を行うこと。 

 ④ 災害事故等やむを得ない事由等により、本企画提案事業を実施することができないと認

められる場合は、本事業を停止、中止することがある。なお、この場合において、当該

企画提案に要した費用を本市に請求することはできないものとする。 

 ⑤ 提出された企画提案書等は、選定を行う審査・評価に必要な範囲で複製又は複写するこ

とがある。 

 ⑥ 参加に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第５１号）に定める

もの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

 ⑦ 電子メール等の通信事故について、本市はいかなる責任も負わない。 

 ⑧ 参加申込者が１者のみであった場合、又は企画提案書等提出事業者が１者のみとなった

場合でも、参加資格を有する事業者であれば評価をそのまま実施する。ただし、参加事

業者の数に関わらず、評価が一定の水準に達しない場合は、最上位の事業者であっても

優先交渉権者として選定しない。 

 ⑨ スケジュール変更については、各参加申込者に別途通知する。 

 ⑩ 本提案に関する提出書類及び記載内容の変更、差し替え又は再提出は提出期限内は可能
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とし、提出期限後は不可とする。 

 ⑪ 部会事務局（介護保険課）以外に本プロポーザルに関する質問等をしないこと。 

 ⑫ 個人情報の取扱いは、御所市個人情報保護条例（平成１４年条例第２８号）に従い、参

加申込者から提供された個人情報は、本事業の実施に必要な範囲内でのみ用いることと

し、他の用途には用いない。 

 ⑬ 提案書に記載された内容は、特に明記がない場合は委託後に追加費用を伴わずに実施す

る意思があるものとする。 

 ⑭ 優先交渉事業者が契約準備段階に入ったと認められる場合に、正当な理由なく契約締結

を拒否した場合は、御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置

要綱（平成21年告示第124号）に基づいて、入札参加資格停止措置を行う場合がある。 

 ⑮ 本企画提案実施についての説明会は、行わない。 

 

１6．担当・提出先 

 〒639-2298 奈良県御所市１番地の３ 御所市役所 健康福祉部 介護保険課内 

 御所市要介護認定調査支援システム構築業務委託事業者選定部会 

 担当：山﨑・吉村・豊川 

 電話：０７４５－４４－３４９２(直通) 

 電子メール：kaigo@city.gose.nara.jp 


